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要望内容：被爆者援護法による援護を在外被爆者に 

 

 2010 年 4 月 1 日から国外からの原爆症認定申請が可能になり、ガン等に冒された身

でありながら、渡日という高い壁の前に原爆症認定の申請を断念してきた在外被爆者

たちにも、制度的には原爆症認定申請の道がひらかれました。 

 

しかし我々が最初から求めていた被爆者援護法による援護はいまだに在外被爆者に

は行われていず。法外事業としての、医療保険事業が行われているのみです。外国に

住む被爆者は韓国を別として、例えば北米、南米などに居住する被爆者には 2 年に一

度、日本から医師団が派遣され、事前に健診を受けた被爆者に対し医療相談が行われ

ています。しかしその時病気が見つかっても、治療は受けられず。治療は自費で受け

なければなりません。 

 

 このように被曝後 65 年たった今も、広島、長崎で被爆した被爆者でありながら、外

国に居住権があると言うだけで、日本の被爆者とは違う差別行政を受けています。な

ぜでしょうか。 

 

 広島原爆病院の報告書にもありますように、被爆当時若かった被爆者は今癌年齢に

達していて、2015 年がピークを迎えると報告されています、日本にいれば年 2 回一般

健診、癌健診を受けられますが、我々は 2 年に 1 度だけ健診を受けられるだけです。 

 今年 10 月には南米で医師団派遣の健診事業が行われますが、この 2 年簡にブラジル

では 2 名の方に癌が見つかり、それも発見が遅れた状態で、もっと早く検査を受けて

いればと医者に言われていますが、この検査を受けるのも自己負担ですのでおいそれ

とは行きません。 

 このような事情を鑑み、1 日も早く在外被爆者も、被爆者援護法にのっとった援護が

受けられるよう切にお願い致します。 


